
オーストラリア
シングルタッチペイロールは、オーストラリア駐在中の従業員に対する報酬データ
の正確性に焦点を当てます。
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エグゼクティブサマリー

雇用主は適用延期が認められた場合を除き、2018年7月1
日から従業員に対しシングル タッチ ペイロール（STP）を適用

しなければなりません。この制度では、従業員に対する給与
支払いの時点において、給与に関する特定の情報をオースト
ラリア国税庁（ATO）に対してリアルタイムに報告することが
求められます。

ATOでは、オーストラリア駐在中の従業員に対する給与の支

払い方法が複雑であることを考慮の上、外国籍の従業員に
対する給与支払いの報告については、2019年6月30日まで
STPの適用外としています。ただし、この措置の適用条件は
以下の通りになります。

• 当該従業員の雇用主が、オフショア企業体であること
（例：オーストラリア税法上非居住者である企業体）

• 当該従業員が、オーストラリアに出向されていること

• 当該従業員の基本給の全体または一部およびその他の
報酬が、オフショア企業体から支払われていること

• 当該従業員に対して、シャドーペイロールが設定されてい
ること。シャドーペイロールの具体例としては、納税および
社会保障制度上の責務を果たすために名目上の給与明
細が存在し、社内において年末調整および納税保護関連
ポリシー（Internal tax equalization and protection
policy）が定められていることが挙げられます。より承認さ
れない可能性がある。

主な課題

国籍の従業員およびオーストラリアの居住者で海外で勤務す
る従業員へのシャドーペイロールに関する報告要件について
最新情報を発表しました。この新しいアプローチは2019年7
月1日から適用され、ATOのウェブサイト上でまもなく正式発
表される予定です。

• オーストラリア国税庁長官は、シャドーペイロールの算定

に要する時間を考慮すると同時に、合理的な範囲内の正
確性を期するための救済措置として、法律で定められた
報告期限を最大1カ月継続的に延長する。これにより、

シャドーペイロールに基づく給与支払いについては、支払
われた月の翌月にATOに報告すれば罰金は課せられな
い。

• さらに、シャドーペイロールに基づいて雇用されている外
国籍従業員の場合は、STPの年末調整の提出期限が、
2019／20会計年度のみ2020年9月14日に延長される。

• また、オーストラリアを拠点とする雇用主は上記の1カ月
間の猶予期間が与えられることによりPay-As-You-Go
Withholding（PAYGW）システムを遵守が可能となるた
め、STPのみを理由としたPAYGWの支払額を変更するこ

とは認められないことが確認された。つまり、従来認めら
れていた支払額の変更を含む一部の取決めは、今後
ATOにより承認されない可能性がある。



PAYGW支払額の変更が引き続き承認される可能性が高い例としては、一般に以下が挙げられます。

• 当該の外国企業が、オーストラリア国内に拠点を持っていない

• 少数の従業員による短期任務

• 給与課は、すべて外国に所在する

• 当該の外国企業がオーストラリア国内で源泉徴収業務を行うことは、業務運営上過剰な負担となる

PAYGW支払額の変更が認められていた企業の業務環境が変化した場合（例：将来オーストラリア国内に拠点を設けた場
合）、当該企業はSTP要件を遵守しなければならない点に留意してください。

• STPにおける海外収入の報告

オーストラリア税法上の国内居住者が海外赴任中である場合、その海外勤務に対して支払われた給与所得は、当該従業
員が最終的に海外赴任先における納税義務を負うと予想される場合、通年単位で海外収入として報告する必要があります。

一方、従業員における海外勤務の期間が、赴任地で納税義務が発生する期間を下回る場合、雇用主は引き続き当該従業
員に対する給与を通常の給与として扱い、PAYGペイメントサマリー上で報告する必要があります。当該従業員の赴任期間
が最終的に納税義務が発生する期間を超えてしまった場合、年初から現在まで（YTD）の給与所得および当該期間におけ
るPAYGの源泉徴収分を海外収入として再分類し、さらにYTDの支払済み外国税に関する修正をYTDの報告で行わなけれ
ばなりません。

オーストラリアでの勤務に対して海外の給与課から支払われた給与所得は、オーストラリア国内で得た所得と見なされるた
め、STP上海外雇用による所得として報告してはなりません。

• 私たちが提供する支援

多くの雇用主にとって、オーストラリア赴任者への給与支払いに関する最大の課題は、複数のデータソースを管理し、コン
プライアンスを徹底するために信頼できる報告体制を維持すると共に、赴任者に対する透明性を維持することです。多くの
企業のモビリティ担当チームでは、この課題に取り組むのに必要な業務リソース、プロセス、および技術が不足しているた
め、雇用主および従業員による報告が適切に行われていない、その内容が正確でない、あるいは源泉徴収の納税が遅れ
るというリスクが常に存在しています。コンプライアンスの遵守を怠った場合、非常に大きなコストが発生する可能性があり、
これらの問題点は企業の業務を混乱させ、名声を毀損するリスクをもたらします。STPの導入により、企業はより早くより正
確なデータを求められています。

EYが提供するエンドツーエンドのグローバル報酬サービス（GCS）ソリューションは、雇用主が本国および海外の双方のロ

ケーションでの納税および社会保障制度上の報告要件を遵守する一助となるように設計されています。これにより罰金が
課されるリスクを最小化できるだけでなく、グローバル全体の報酬データを継続的かつリアルタイムに集計することができま
す。当該データは一貫したプロセスに基づいて収集、検証されます。私たちはこれに基づき、毎月ベースで支払うべき所得
税および社会保障料を算出すると同時に、STP要件に基づくYTDの支払分を継続的に調整するだけでなく、給与支払部門

に適切な指示を送り、詳細な報告および業務関連のアナリティクスを提供します。また、これら一連のプロセスを自動化す
ることにより、データの正確性を維持し、エラーや見落としのリスクを最小限に抑えながら、業務関連および規制関連の短
い期限に対応することができます。

• 次のステップ

雇用主は、オーストラリア国内で勤務する外国籍の従業員や、税法上オーストラリアの居住者として海外赴任する従業員
の報告業務を行うにあたり、海外から支給される給与に対しても確実にSTPの報告期限を厳守する責任を負います。

シャドーペイロールの対象となる従業員についてSTPにスムーズに移行するために、雇用主が早急に検討すべき項目は以
下の様になります。

• 社内の関係部署あるいは税務サービスプロバイダーと連携して、海外における給与および福利厚生データを適時に取
得できるプロセスを策定する

• シャドーペイロールに関する指示を十分な余裕を持って受領できるように、税務サービスプロバイダーと連携してスケ
ジュールやプロセスを定める

• 海外との社会保障制度関連の取り決めに基づき、年金の重複負担が発生しないよう、適用証明書を事前に申請する

貴社におけるニーズに最適なエンドツーエンドの報酬関連サービスについて検討されている場合は、ぜひEYの現地アドバ
イザーあるいは以下の担当者にお気軽にご連絡ください。
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